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過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ 

 

 当社は、本日付で下記の通り過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を近畿財務局へ提出

しましたのでお知らせいたします。なお、同期間の決算短信及び四半期決算短信の訂正は平

成 30 年 11 月 13 日に開示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由及び経緯 

訂正の理由及び経緯につきましては、別途、平成 30 年 11 月 13 日付「過年度の決算短信等

の一部訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますので、ご参照ください。 

決算短信等の一部訂正と同様に第 64 期から第 68 期の有価証券報告書、及び第 64 期第３

四半期から第 69 期第１四半期までの四半期報告書につきましても本日付で訂正報告書を提

出しております。 

なお、訂正後の財務諸表等につきましては、EY 新日本有限責任監査法人より監査等を受け

ており、その監査報告書等を添付しております。 

 

２．本日付で近畿財務局に提出した訂正有価証券報告書等 

 第 64 期（平成 26 年３月期） 

 第３四半期報告書 （自 平成 25 年 10 月１日 至 平成 25 年 12 月 31 日）※ 

 有価証券報告書 （自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 

 

 第 65 期（平成 27 年３月期） 

 第１四半期報告書 （自 平成 26 年４月１日 至 平成 26 年６月 30 日）※ 

 第２四半期報告書 （自 平成 26 年７月１日 至 平成 26 年９月 30 日）※ 

 第３四半期報告書 （自 平成 26 年 10 月１日 至 平成 26 年 12 月 31 日）※ 

 有価証券報告書 （自 平成 26 年４月１日 至 平成 27 年３月 31 日） 

 



第 66 期（平成 28 年３月期） 

 第１四半期報告書 （自 平成 27 年４月１日 至 平成 27 年６月 30 日）※ 

 第２四半期報告書 （自 平成 27 年７月１日 至 平成 27 年９月 30 日）※ 

 第３四半期報告書 （自 平成 27 年 10 月１日 至 平成 27 年 12 月 31 日） 

 有価証券報告書 （自 平成 27 年４月１日 至 平成 28 年３月 31 日） 

 

第 67 期（平成 29 年３月期） 

 第１四半期報告書 （自 平成 28 年４月１日 至 平成 28 年６月 30 日） 

 第２四半期報告書 （自 平成 28 年７月１日 至 平成 28 年９月 30 日） 

 第３四半期報告書 （自 平成 28 年 10 月１日 至 平成 28 年 12 月 31 日） 

 有価証券報告書 （自 平成 28 年４月１日 至 平成 29 年３月 31 日） 

 

第 68 期（平成 30 年３月期） 

 第１四半期報告書 （自 平成 29 年４月１日 至 平成 29 年６月 30 日） 

 第２四半期報告書 （自 平成 29 年７月１日 至 平成 29 年９月 30 日） 

 第３四半期報告書 （自 平成 29 年 10 月１日 至 平成 29 年 12 月 31 日） 

 有価証券報告書 （自 平成 29 年４月１日 至 平成 30 年３月 31 日） 

 

第 69 期（平成 31 年３月期） 

 第１四半期報告書 （自 平成 30 年４月１日 至 平成 30 年６月 30 日） 

 

※ 縦覧期間終了後の開示書類につきましては、EDINET による提出ができないため、平成

30 年 11 月 15 日に提出する予定です。 

以上 


